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令和５年第３回市議会定例会提出予定議案総括表 

 

○議 案   １２件（議案第４２号～５３号） 

 ・条例に関するもの                 ４件（４２号～４５号） 

 ・栃木県市町村総合事務組合の規約変更等に関するもの １件（４６号） 

 ・栃木県市町村総合事務組合の財産処分に関するもの  １件（４７号） 

 ・財産の取得に関するもの              ３件（４８号～５０号） 

・人事に関するもの                 ３件（５１号～５３号） 

 

 

 

 

○報 告    ５件（報告第８号～１２号） 

 ・継続費及び繰越明許費繰越計算報告に関するもの   ５件（８号～１２号） 
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議 案 番 号 件         名 

議案第４２号 

 

小山市税条例の一部改正について 

 地方税法及び地方税法施行規則の改正に伴い、所要の改正を行うもの 

 

１ 内 容 

 (1)軽自動車税に関すること 

   道路交通法関係法令及び地方税法施行規則において、令和５年７月１日から、

電動キックボード等に対する車両区分として、特定小型原動機付自転車が新設

されることに伴い、当該特定小型原動機付自転車に対して課する軽自動車税の

種別割の税額を整理する（第８２条関係）。 

 (2)固定資産税に関すること 

   地方税法の改正により大規模の修繕等を行ったマンションに対する固定資産

税の減額措置（いわゆる「わがまち特例」）が新設されたことを受け、次の改

正を行う。 

   ア わがまち特例の割合を３分の１と定める（附則第１１条の２関係）。 

   イ アの適用を受けようとする者が提出する申告書に記載すべき事項を定め

る（附則第１１条の３関係）。 

 

２ 施行日  令和５年７月１日 

 

議案第４３号 

 

小山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例及び小山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について 

 令和５年４月1日に、内閣府の外局としてこども家庭庁が設置され、保育所の運営

が厚生労働省からこども家庭庁に移管されたことに伴い、子ども・子育て支援法その

他関係法令の改正が行われたことから、条例における法令の引用条項を整理する必要

が生じたため、所要の改正を行うもの 

 

１ 内 容 

 (1)小山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について 

   ア 子ども・子育て支援法第１９条から第２項が削られ、同条の構成が項建て

できなくなったことから、同条の引用規定を修正する（イ及びウ以外の部

分）。 

   イ 学校教育法第２５条に第２項及び第３項が追加され、同条の構成が項建て

になったことから、同条の引用規定を修正する（第１５条第１項第３号関

係）。 

   ウ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第３５条のうち、「厚生労働大

臣が定める指針」が「内閣総理大臣が定める指針」に改められたことから、

同条の引用規定を修正する（第１５条第１項第４号及び第４４条関係）。 

 (2)小山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

について 

   児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第３５条のうち、「厚生労働大臣が

定める指針」が「内閣総理大臣が定める指針」に改められたことから、同条の

引用規定を修正する（第２５条関係）。 
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２ 施行日  公布の日 

 

議案第４４号 

 

小山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正につい

て 

  令和５年２月２４日に、小山栃木都市計画の粟宮新都心第一地区地区計画が決

定されたことに伴い、同地区計画の区域内における建築物の制限事項を規定する

ため、所要の改正を行うもの 

 

１ 内 容 

 (1)地区計画において地区整備計画が定められている区域に、粟宮新都心第一

地区地区整備計画区域を加える（別表第１関係）。 

(2)粟宮新都心第一地区地区整備計画の区域内における建築物の用途の制限、

建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限

度の規定を加える（別表第２関係）。 

 

２ 施行日  公布の日 

 

議案第４５号 

 

小山市火災予防条例の一部改正について 

 条例第４７条に規定されている、消防法第９条の４の規定に基づき政令で定める数

量未満の危険物等を貯蔵又は取り扱うタンクを製造又は設置しようとする者の申し

出により行う当該タンクの水張検査等の手数料を定めるため、所要の改正を行うもの 

 

１ 内 容 

 (1)タンクの水張検査等に係る手数料の規定を追加する（第４７条関係）。 

 (2)その他文言の整理を行う（(1)以外の部分）。 

 

２ 施行日  令和５年７月１日 

 

議案第４６号 

 

栃木県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び栃木県市町

村総合事務組合規約の変更について 

 佐野地区衛生施設組合が解散することに伴い、栃木県市町村総合事務組合を組織す

る地方公共団体の数を減少し、栃木県市町村総合事務組合規約を変更することについ

て、関係地方公共団体と協議したいので、地方自治法の規定により、提案するもの 

 

１ 内 容 

 栃木県市町村総合事務組合規約の別表第１及び第２中「那須地区広域行政事務組合 

佐野地区衛生施設組合」を「那須地区広域行政事務組合」に改める。 

 

２ 施行日  令和５年１０月１日 
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議案第４７号 

 

佐野地区衛生施設組合が栃木県市町村総合事務組合から脱退することに伴う財

産処分について 

 佐野地区衛生施設組合が栃木県市町村総合事務組合から脱退することに伴い、

共同処理する事務のうち退職手当支給事務にかかる財産処分について、関係地方

公共団体と協議したいので、地方自治法の規定により、提案するもの 

 

１ 内 容 

 佐野地区衛生施設組合において、退職手当支給事務を共同処理することとなった日

から当該事務を共同処理しないこととなった日までに納付した一般負担金、特別負

担金及び納付額の総額と、事務費に相当する金額として一般負担金の算定の基礎と

なった給料月額の総額に1,000分の 0.85 を乗じて得た額に相当する額及び当該期

間に支給した退職手当の総額の合計額との差額を佐野地区衛生施設組合に還付す

る。 

 

２ 施行日  令和５年１０月１日 

 

 

議案第４８号 

 

財産の取得について 

小山市消防署の災害対応特殊はしご付消防自動車を購入することについて、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、提案

するもの 

 

(1)災害対応特殊はしご付消防自動車 １台 

ア 購入方法  指名競争入札 

イ 購入金額  ２２５，２８０，０００円 

ウ 購入先   ㈱モリタ東京支店 

エ 納期    令和６年３月１８日 

 

議案第４９号 

 

財産の取得について 

小山市消防署間々田分署の災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車を購入すること

について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の

規定により、本議案を提案するもの 

 

(1)災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車 １台 

ア 購入方法  指名競争入札 

イ 購入金額  ７９，２００，０００円 

ウ 購入先   長野ポンプ㈱東京営業所 

エ 納期    令和６年３月１１日 
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議案第５０号 

 

財産の取得について 

小山市消防団第８分団２部（西黒田）及び第１２分団２部（立木）の小型動力消防ポ

ンプ付積載車を購入することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第３条の規定により、本議案を提案するもの 

 

(1)小型動力消防ポンプ付積載車 ２台 

ア 購入方法  指名競争入札 

イ 購入金額  ２８，４６８，０００円 

ウ 購入先   合資会社渡辺商店 

エ 納期    令和６年３月８日 

 

議案第５１号 

 

固定資産評価審査委員会委員の選任について 

固定資産評価審査委員会委員の熊倉 仁一(くまくら じんいち)氏は令和５年６

月７日をもって任期満了となるため、後任として中見川 健(なかみがわ たけし)

氏を選任することについて、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を

求めるため、提案するもの 

 

(1)氏  名 中見川 健（なかみがわ たけし）（１期目） 

(2)住  所 小山市大字上泉２９０番地 

(3)生年月日 昭和３１年１月９日 

 

議案第５２号 

 

人権擁護委員候補者の推薦について 

人権擁護委員の福田 正好 (ふくだ まさよし)氏は令和５年９月３０日をもって

任期満了となるため、同氏を再推薦することについて、人権擁護委員法第６条第３項

の規定により、議会の意見を求めるもの 

 

(1)氏  名 福田 正好（ふくだ まさよし）（４期目） 

(2)住  所 小山市天神町２丁目１番１２号 

(3)生年月日 昭和２７年１２月１５日 

 

議案第５３号 

 

農業委員会委員の任命について 

農業委員会の委員は令和５年７月１４日をもって任期満了となるため、石川 政道

氏 外１８人を小山市農業委員会の委員に任命することについて、農業委員会等に関

する法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求めるもの 

 

(1) 氏  名  石川 政道（いしかわ まさみち）（１期目） 

(2) 住  所  小山市大字南半田１７０９番地１ 

(3) 生年月日  昭和３１年１１月４日  

 

(1) 氏  名  大塚 稔（おおつか みのる）（４期目） 

(2) 住  所  小山市東城南２丁目９番地２ 

(3) 生年月日  昭和２７年１２月２７日 

 

(1) 氏  名  柏瀨 勝彦（かしわせ かつひこ）（１期目） 

(2) 住  所  小山市大字小薬３１４番地 

(3) 生年月日  昭和３０年８月７日  
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(1) 氏  名  黒崎 照男（くろさき てるお）（３期目） 

(2) 住  所  小山市大字萱橋１１０８番地６８ 

(3) 生年月日  昭和２４年１１月２日  

 

(1) 氏  名  篠﨑 巌（しのざき いわお）（２期目） 

(2) 住  所  小山市大字下生井８４８番地 

(3) 生年月日  昭和２９年１１月５日  

 

(1) 氏  名  篠原 和香子（しのはら わかこ）（１期目） 

(2) 住  所  小山市大字小薬３５４番地 

(3) 生年月日  昭和４０年１月２日  

 

(1) 氏  名  菅沼 正治（すがぬま まさはる）（１期目） 

(2) 住  所  小山市大字寒川１１９９番地 

(3) 生年月日  昭和２３年４月３日 

 

(1) 氏  名  杉山 力（すぎやま つとむ）（１期目） 

(2) 住  所  小山市大字延島１１４８番地 

(3) 生年月日  昭和２９年３月２３日  

 

(1) 氏  名  田口 正剛（たぐち せいごう）（１期目） 

(2) 住  所  小山市大字間々田１２６４番地 

(3) 生年月日  昭和３３年１月２日  

 

(1) 氏  名  舘野 強志（たての つよし）（２期目） 

(2) 住  所  小山市大字塚崎４２５番地２ 

(3) 生年月日  昭和４４年１２月２４日  

 

(1) 氏  名  玉野 一雄（たまの いちお）（１期目） 

(2) 住  所  小山市大字下河原田３１０番地１ 

(3) 生年月日  昭和２６年８月１１日  

 

(1) 氏  名  鶴見 礼夫（つるみ としお）（１期目） 

(2) 住  所  小山市大字卒島６３６番地 

(3) 生年月日  昭和３１年１１月１６日  

 

(1) 氏  名  寺田 仁一（てらだ じんいち）（１期目） 

(2) 住  所  小山市大字中河原１３８番地３ 

(3) 生年月日  昭和３２年４月２９日  

 

(1) 氏  名  永嶋 朋子（ながしま ともこ）（４期目） 

(2) 住  所  小山市大字南和泉１３０２番地２ 

(3) 生年月日  昭和２７年８月２０日  
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(1) 氏  名  野原 重雄（のはら しげお）（１期目） 

(2) 住  所  小山市大字間中１３４９番地 

(3) 生年月日  昭和３２年４月２６日  

 

(1) 氏  名  保坂 健司（ほさか けんじ）（１期目） 

(2) 住  所  小山市大字南飯田３３０番地 

(3) 生年月日  昭和３０年７月１６日  

 

(1) 氏  名  本橋 信男（もとはし のぶお）（２期目） 

(2) 住  所  小山市大字鉢形４６７番地 

(3) 生年月日  昭和２８年５月５日  

 

(1) 氏  名  山口 誠英（やまぐち もとひで）（１期目） 

(2) 住  所  小山市大字大本４７５番地 

(3) 生年月日  昭和２８年４月２５日  

 

(1) 氏  名  山本 光康（やまもと みつやす）（３期目） 

(2) 住  所  小山市大字犬塚５０番地３０２ 

(3) 生年月日  昭和３１年１０月３日  
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報 告 第 ８ 号 

 
令和４年度小山市一般会計継続費繰越計算報告について 

小山市役所新庁舎外構Ⅲ期工事事業等の継続費に係る歳出予算の経費を令和５年度

に繰り越したので、地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により、報告するもの 

 

      事業名                      繰越額（円） 

(1) 小山市役所新庁舎外構Ⅲ期工事事業 ３１,４２８,０００ 

(2) 大谷地区中心施設整備事業 ３,９９０,０００ 

     

報 告 第 ９ 号 

 
令和４年度小山市一般会計繰越明許費繰越計算報告について 

渡良瀬遊水地の湿地保全と賢明な利用推進事業等の繰越明許費に係る歳出予算の経

費を令和５年度に繰り越したので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、

報告するもの 

 

       事業名                      繰越額（円） 

   

(1) 渡良瀬遊水地の湿地保全と賢明な利用推進事業 ５,５００,０００ 

(2) 
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援

事業 

３５,１４５,０００ 

(3) 介護サービス事業所等運営支援事業 ６６,７９８,０００ 

(4) 障がい福祉サービス事業所等運営支援事業 ４２,０９４,０００ 

(5) 出産・子育て応援交付金給付事業 ６,７３９,０００ 

(6) 保育環境改善等事業 ７,３５０,０００ 

(7) 医療機関運営支援事業 １,９３１,０００ 

(8) 新型コロナウイルスワクチン接種事業 １７３,４４５,０００ 

(9) 農地耕作条件改善事業 １２,１５０,０００ 

(10) 県単独土地改良事業 ２,０３５,０００ 

(11) 工業団地等管理事業 ５,６００,０００ 

(12) 市道補修事業 ２９,８８４,０００ 

(13) 生活道路舗装修繕事業 ３１,１２８,０００ 

(14) 小山駅周辺地区道路整備事業 ３２,１４７,０００ 

(15) 間々田駅周辺地区第三期道路整備事業 ４,０２７,０００ 

(16) 大谷地区道路整備事業 ７３,２００,０００ 

(17) 狭あい道路整備等促進事業 ２,７９３,０００ 

(18) 一般市道改良事業 １３,８４１,０００ 

(19) 羽川・喜沢地区まちづくり整備事業 １０,０００,０００ 

(20) 歴史の道整備事業 １８,０００,０００ 

(21) 橋梁長寿命化修繕事業 ６,１０５,０００ 

(22) 排水強化対策事業 ８３２,５２１,０００ 

(23) ３・４・１０１城東線道路改良事業 ９７,８６２,０００ 

(24) 間々田八幡公園改修事業 ３２,００２,０００ 

(25) 城山（祇園城）公園再整備事業 １９６,６５０,０００ 

(26) 公園施設長寿命化対策事業 ３７,０００,０００ 

(27) 旧思川浚渫事業 ５,２００,０００ 
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(28) 消防車両整備事業 ２９,９７５,０００ 

(29) 小学校施設整備事業 １９８,４００,０００ 

(30) 屋内運動場ＬＥＤ改修事業 ２４,８０５,０００ 

(31) トイレ改修事業 ３１３,０００,０００ 

(32) 中学校施設整備事業 １３,１６０,０００ 

(33) 屋内運動場ＬＥＤ改修事業 ９,０９７,０００ 
 

報告第１０号 

 
令和４年度小山市水道事業会計予算繰越計算報告について 

配水設備拡張事業等に係る歳出予算の経費を令和５年度に繰り越したので、地方公営

企業法第２６条第３項の規定により、報告するもの 

 

事業名                      繰越額（円） 

(1) 配水設備拡張事業 ２５,０００,０００ 

(2) 取水浄水設備改良事業 ５１,８１３,０００ 

(3) 配水設備改良事業 ３３,０００,０００ 
 

報告第１１号 

 
令和４年度小山市下水道事業会計継続費繰越計算報告について 

大行寺排水区雨水幹線工事等の継続費に係る歳出予算の経費を令和５年度に繰り越

したので、地方公営企業法施行令第１８条の２第１項の規定により、報告するもの 

 

事業名                      繰越額（円） 

(1) 大行寺排水区雨水幹線工事 １０５,２００,０００ 

(2) 小山水処理センター更新工事（主流入ゲート更新工

事） 
１３６,０００,０００ 

 

報告第１２号 

 
令和４年度小山市下水道事業会計予算繰越計算報告について 

公共下水道事業汚水管渠建設事業等に係る歳出予算の経費を令和５年度に繰り越し

たので、地方公営企業法第２６条第３項の規定により、報告するもの 

 

事業名                      繰越額（円） 

(1) 公共下水道事業汚水管渠建設事業 ３３,０１４,０００ 

(2) 公共下水道事業固定資産取得費 ５２１,３６７,０００ 
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